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1.法律雑誌等に掲載された主な判例

2.令和元年(2019年)7月20日までに成立した,もしくは公布された法律

3.7月の主な発刊書籍一覧(私法部門)

4.7月の主な発刊書籍一覧(公法・その他部門)

5.発刊書籍の解説

(掲載判例INDEX)　*「1.法律雑誌等に掲載された主な判例」の要旨及び判決日又は決定日を掲載します。

(民事法)

【1】Yへの貸金返還請求権を譲り受けたとしてXがYにその支払等を求めた事案。前訴で消費貸借契約の成立を主張し

ていたYが同契約の成立を否認するのは信義則に反するとのXの主張を採用しなかった原審の判断に違法があるし,

審理を尽くすため原審に差戻した(令和元年7月5日最高裁)

【2】中国で暮らす妻から日本にいる夫への婚姻費用支払請求をめぐり,同費用は現実に必要とされる金額を算出す

べきで,権利者が他国に居住し,その物価水準が我が国と比較して格段に異なる場合にはその算定にあたり物価水準

の相違を反映させるのが相当であると判示(平成30年4月19日東京高裁)

【3】石綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露したことにより石綿関連疾患に罹患した建築作業従事者が国及び

石綿含有建材の製造販売企業らに対し損害賠償を請求し,両者の責任が認められ,それぞれに対する請求の一部が

認容された事例(平成30年8月31日大阪高裁)

【4】石綿関連疾患に罹患したとして建築作業従事者らが国及び石綿含有建材の製造販売企業らに対し損害賠償を請

求した事案。「一人親方」についても国の責任を肯定し,国の責任範囲を原判決の1/3から1/2に引き上げ,原審で

棄却された企業についても責任を肯定した(平成30年9月20日大阪高裁)

【5】妻が前夫間の長女で現夫(抗告人)と養子縁組をした子を連れ抗告人と別居し抗告人に対し婚姻費用の支払いを

求めた事案。未払婚姻費用分担金と子の生活費を含まないそれとの差額は前夫が支払った養育費で賄われたとし,そ

の差額を控除して婚姻費用分担金を算定(平成30年10月11日大阪高裁)

【6】CはXへの土地の所有権移転登記請求権仮登記を行いその譲渡を認める誓約書を残して死亡。死後初めてその事実

を知ったXはCの子Yに所有権移転登記手続きを請求。Yは消滅時効を主張したが,消滅時効の起算点は誓約書の発見時だと

してXの請求が認容された(平成30年10月25日大阪高裁)

【7】XはA社の100%株主YからAの公租公課の適正な申告等につき保証を受けAを買収したが,その後Aが法人税の申告漏

れ等で加算税の賦課決定を受けたためYに損害賠償を請求。本判決は未払租税債務がない場合とある場合の株式価値

の差額を賠償すべきと判示(平成30年3月28日東京地裁)

【8】Xが貸金債権の保証人Yに保証債務の履行を求めた事案。Xが訴訟提起の前6か月以内に催告書を書留内容証明

郵便として差出し保管期間満了で返戻されたが,これをYに到達したものとして,Yの消滅時効の抗弁に対し時効中断

事由としての催告の効力を認めた(平成30年7月27日東京地裁)

【9】Xが市の設置管理する道路の側溝に自転車と共に転落し,脊髄損傷後遺症等の障害を負ったことから国家賠償法

に基づき1億4255万円余の損害賠償を求めた事案。Xの過失割合を4割とし,既往症による素因減額の割合を3割と

し4509万円余の限度で請求を一部認容(平成30年9月11日福島地裁)

【10】通信教育事業等を営むY1から委託を受け個人情報を分析するシステムの開発,運用等をしていた業務委託

先Y2の従業員が,Xらの個人情報を外部に漏洩したことで精神的苦痛を被ったとしてXらがY1,Y2に慰謝料等の損害

賠償を求め,請求が一部認容された事例(平成30年12月27日東京地裁)

【11】訴外賃借人が市営住宅の賃料を長年滞納していたにも関わらず原告が賃貸契約解除を行わず,14年後に連帯

保証人である被告に滞納賃料等を請求したことに対し,本判決は被告が原告に訴外賃借人を退去させて欲しいと求

めた時点以後の保証債務の履行は免れるとした(平成31年1月30日横浜地裁相模原支部)

(商事法)

【12】XはYの完全子会社AをYの表明保証を得て買収したが,その後Aの法令違反が判明しAの既存事業である各信託契

約の解約を余儀なくされたとしてYに損害賠償を請求。得られたであろう各信託報酬相当額からその維持費用を控

除した金額の現在価値分等の賠償義務を認めた(平成30年7月20日東京地裁)
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(知的財産)

【13】引用発明と引用例2記載の遊技機は有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うことに

関し技術分野が共通しているといえるが,報知の目的及びタイミングが異なるとして特許出願拒絶査定の不服審

判請求を不成立とした審決を取消した(令和元年6月27日知財高裁)

【14】原告は指定商品を第12類「Motor vehicles.」(自動車及び二輪自動車)とし,「EQ」で表して成る商標につき国

際商標登録出願をしたが,拒絶査定を受け,不服審判請求も特許庁に不成立と審決されたので原告がその取消しを求

めたところ,原告請求が認容された事例原(令和元年7月3日知財高裁)

【15】原告が製造・販売する食品・調味料用瓶と形態が酷似する食品・調味料用瓶を被告が製造・販売するとこ

ろ,被告の上記行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たるとしてその製造・販売の差止め等を求めた

が,原告請求が棄却された事例(令和元年6月13日大阪地裁)

【16】特許権者であった原告らが特許料追納期間中に特許料等を納付しなかったため消滅したとみなされた本件

特許権について,特許料納付書及び回復理由書を提出したが却下されたためその取消等を求めたが,本件期間徒過

について「正当な理由」を認めず棄却された事例(令和元年6月18日東京地裁)

(民亊手続)

【17】Y県から4件の土木工事を請け負ったA社が1件の工事のみ完成した後支払停止となりYは契約を解除,その後Aは破

産した。Aの破産管財人は出来高報酬額から前払報酬額を控除した未払請負報酬を請求した,Xの請求が一部認容さ

れた事案(平成30年9月21日福岡高裁)

(刑事法)

【18】請求人はA(請求人の夫)及びB(Aの弟)と共謀の上,C(Aの弟)を窒息死させた上で牛小屋の堆肥内に遺棄した

罪で起訴された。第1審判決が請求人を懲役10年に処したため,請求人は控訴及び上告したがいずれも棄却され

第1審判決が確定した(令和元年6月25日最高裁)

【19】死亡したAの第3次再審請求に弁護人が無罪を言渡すべき証拠としてO,M,N新鑑定を提出したが,本判決はO鑑

定が無罪を言渡すべき明らかな証拠とした原決定の判断は違法,O,M,N新鑑定がそのような証拠に当たるとした原

々決定も違法とし再審請求を棄却(令和元年6月25日最高裁)

【20】被告人はわいせつ目的で被害者(6歳)を自宅に誘い入れて誘拐し,包丁で殺害し遺体を切断するなどして損壊

し遺棄した罪で第1審判決は被告人を死刑に処した。原判決は同種犯罪の判例の傾向に照らし被告人を無期懲役に

処したため検察官が上告したが棄却された(令和元年7月1日最高裁)

【21】被告人がネットアプリで知り合った女性Aに,車内で暴行脅迫を加えて性交し,現金を強取しようとしたとし

て強盗・強制性交等罪に問われた事案。Aが被告と会うことに積極的で,衣服の破損も怪我もないことからAの証言

を信用できないとしいて被告を無罪とした(平成30年5月23日前橋地裁)

(公法)

【22】平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時において公職選挙法13条1項,別表第1の規定(衆議院小選挙区

選出議員の選挙区割り)の合憲性が問われた事案。最高裁は憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと

は言えないとして選挙無効請求を棄却(平成30年12月19日最高裁)

【23】固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において同委員

会による審査の際に主張しなかった事由を主張することの可否につき,最高裁はこれを不適法とした原審判断を破棄

し差戻した(令和元年7月16日最高裁)

【24】都市計画区域内にある公園について湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告

がされたことをもって,都市公園法2条の2に基づく公告がされたとはいえないと判示(令和元年7月18日最高裁)

【25】土地改良区Xが灌漑目的による河川法23条の許可に基づき取水した水が流れる水路への第三者Yの排水により

当該水路の流水についての排他的管理権が侵害されたとしてYに対してした当該使用料相当額等の請求を認容した

原審の判断に違法があるとした事案(令和元年7月18日最高裁)

(社会法)

【26】アルバイト職員として採用されて3年間時給制でほぼフルタイムで勤務していたXが,正職員との賃金格差が

労働契約法20条に違反するとして差額賃金の支払等を求めた事案。賞与,夏期特別有給休暇等の正職員との相違が

不合理で不法として109万円の請求を認容(平成31年2月15日大阪高裁)
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1.法律雑誌等に掲載された主な判例

【民事法】

(1)最二判令和元年7月5日 裁判所HP

平成30年(受)第1387号 登記引取等請求事件(一部破棄差戻し,一部上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/088774_hanrei.pdf

(裁判要旨)

　AのYに対する貸金返還請求権を譲り受けたとして,XがYに対してその支払等を求めた事案において,前訴でその貸

金に係る消費貸借契約の成立を主張していたYが同契約の成立を否認することは信義則に反するとのXの主張を採用

しなかった原審の判断に違法があるとされ,この点について審理を尽くさせるため原審に差し戻された事例。

(理由)

　Yは,Aから建物明渡を求められた前訴1において,金銭消費貸借契約の成立を理由にAの主張する建物売買契約の成

立を否認し,Xから建物明渡を求められた前訴2においても,金銭消費貸借契約の成立を主張して,各前訴では,建物明

渡請求を棄却する各判決がされたところ,本件訴訟において,Yは,一転して同契約の成立を否認したというのであ

る。

　仮に,本件訴訟において上記の否認をすることが許されてXの貸金返還請求が棄却されることになれば,Yが本件

金員を受領しているにもかかわらず,Xは,Yに対する本件建物の明渡請求のみならず上記貸金返還請求も認められ

ないという不利益を被ることとなり,Yのかかる主張は信義則に反することが強くうかがわれる。

　なお,Xは,原審において,Yが各前訴では自らAの面前で金銭消費貸借契約書に署名押印したことや本件金員を返す

予定であることを積極的かつ具体的に主張していたなどと主張しているところ,この主張に係る事情は,Yが従前の主張

と矛盾する訴訟行為をしないであろうというXの信頼を高め,上記の信義則違反を基礎付け得るものといえる。

(2)東京高決平成30年4月19日 判例時報2403号58頁

平成30年(ラ)第125号 婚姻費用分担審判に対する抗告事件(一部変更(確定))

　中国で暮らす妻が日本で暮らす夫に対して婚姻費用の支払を求めたことにつき,夫が中国の物価水準も考慮して

具体的な婚姻費用分担額を定めるべきであると主張し,争点となった事案。原審判(東京家裁平成29年12月8日審判,

判例時報2403号61頁掲載)は長女の引渡をめぐる経緯や夫が婚姻費用の支払に消極的な姿勢であることなどに鑑みて

物価に関する事情は算定表の枠内で考慮すべきであるとして,婚姻費用は月額6万円を相当とした。これに対し抗告

審は,婚姻費用は権利者世帯の生活を保持するためのものであり,現実に必要としている費用を算定するのが本来であ

るから,権利者が他国に居住し,その物価水準が我が国のそれと比較して格段に異なる場合には,婚姻費用の算定に

あたり物価水準の相違を反映させるのが相当であるとした上,日本を100とした場合の中国の物価水準は70とみる

のが相当で,生活費指数等を考慮して夫の負担すべき婚姻費用は月額4万7000円が相当とした。

(3)大阪高判平成30年8月31日 判例時報2404号4頁

平成28年(ネ)第987号 損害賠償請求控訴事件(変更(上告・上告受理申立て))

　建築作業に従事した際に,石綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露したことにより石綿関連疾患に罹患した

建築作業従事者が,国及び石綿含有建材の製造販売企業らに対し,損害賠償を請求した事案。

　国との関係では,国が労働関係法令に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして,当該建築作業

従事者又はその相続人であるXらの国に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求(被災者ごとに損害賠償

金3850万円)が一部認容された。また,屋外の石綿切断等作業の関係でも規制権限不行使の違法性を認め,一人親方

等との関係でも一定の範囲で規制権限不行使の違法性を認めた。

　そして,企業らの民法719条1項後段の類推適用又は民法709条の適用による損害賠償責任については,企業らの

製造販売した石綿含有建材が,被災者らの就労した建築現場に現実に到着したことの証明までは必要ではないが,少

なくとも被災者らの就労した建築現場に到達した相当程度の以上の可能性があることの証明が必要であるとした

うえで,企業らが石綿関連疾患への罹患を防止するための適切な警告表示を怠ったことが前記建築作業従事者との関係

で違法であるとして,前記Xらの企業に対する民法719条1項後段の類推適用を,製造販売した石綿含有建材のシェ

アが著しく高い企業に対しては,民法709条に基づく損害賠償請求を一部認容した。

(4)大阪高判平成30年9月20日 判例時報2404号240頁

平成28年(ネ)第863号 損害賠償請求控訴事件(変更(上告,上告受理申立て))

　建築作業に従事した際に,建築現場において使用された石綿含有建材から発生した石綿粉じんに曝露し,これによ

って石綿関連疾患に罹患したとして,建築作業従事者19名の本人又はその相続人であるXらが,石綿含有建材の使用に
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ついての規制権限を有していた国に対しては,労働関係法令及び建基法に某づく規制権限不行使の違法等を主張し

て,国賠法1条l項に基づき,石綿含有建材を製造販売した建材メーカーである企業らに対しては,警告表示及び製造

販売中止等の義務違反を主張して,民法711条1項及び製造物責任法3条に禁づき,建築作業従事者l人当たり各3850万円

の損害賠償を求めた事案。

　原判決(大阪地裁判決平成28年l月22日) は,Xらの国に対する請求を建築作業従事者12名に関して一部認容し,う

ち7名に関して全てを棄却していたが,本判決は,いわゆる「一人親方」について国の責任を肯定し,従事者17名に対

して,国の責任を認め,さらに責任の範囲を3 分の1から2分の1に引き上げ,賠償額を約1億2000万円増額した。

　また,原判決は,企業らに対する請求を全て棄却していたが,本判決は民法719条1項後段の類推適用を肯定した

。

(5)大阪高決平成30年10月11日 判例タイムズ1460号118頁

平成30年(ラ)第835号 婚姻費用分担審判に対する抗告事件(変更,確定)

　妻である相手方が前夫間の長女であり現在の夫(抗告人)と養子縁組をしていた子を連れて抗告人と別居をし,抗告

人に対し婚姻費用の支払いを求めた事案。

　本抗告審では,相手方は現在無職であるものの過去高校教師として勤務していたことからその稼働能力について

当時の年収をもとにして,いわゆる標準的算定方式を参考に婚姻費用分担金の額を試算した(その際,子の教育費について

は,抗告人の年収が標準的算定方式の予定する年収の2倍強に上ること等のことから加算を認めなかった)。そして,相手

方の前夫から支払われた子の養育費について,上記試算にかかる未払婚姻費用分担金と子の生活費を含まない(相手方が

子と同居していない前提で試算される)未払婚姻費用分担金との差額は,前夫から支払われた養育費支払によって既に

賄われており,その間,子に対する要扶養状態が解消されているとして,上記差額を控除して婚姻費用分担金が算定

された。

(6)大阪高判平成30年10月25日 判例タイムズ1460号112頁

平成30年(ネ)第1104号 所有権移転登記手続請求控訴事件(取消自判,上告,上告受理申立)

　平成13年,BからC(Bの二男)に所有権移転登記が経由された土地について,Cは,Bの求めに応じてX(Bの長男)を権

利者とする所有権移転登記請求権仮登記を行ったうえで,当該土地をX に譲渡することを認める旨の誓約書を作成

したが,Xが誓約書の存在を知らないまま推移し,B及びCが死亡した。平成28年頃,Xが初めて誓約書の存在を知り,X

がCの子Yに対し,XがCから土地の譲渡を受けたとして,所有権移転登記手続を求めた。

　本判決は,本件誓約書について,当時,亡Bを要約者,亡Cを諾約者とし,本件土地をXに贈与することを約束する旨の第

三者のためにする契約が成立すると認定し,Yの消滅時効の主張に対して,第三者の諾約者に対する権利は,要約者と諾約者

間の契約に基づくから,要約者の諾約者に対する給付すべきことを請求する権利が10年で時効消滅すれば第三者の諾約

者に対する権利も同様に10年の時効により消滅するが,本件では,CがBの差配で亡A(Bの夫)の家業の工場敷地の一部

に居宅を確保していることや亡Bがかねてから病弱のXの生活を心配し,収益物件をXに取得させようと企図し,現にX

は亡Bの存命中は本件土地にかかる駐車場収入を取得していた等の事情のもとでは,亡C(Y)において,消滅時効を援用す

ることは信義則に反して許されないとし,また,Xが受益の意思表示をする権利の消滅時効の起算点は,第三者のためにす

る契約の成立時ではなく,Xが受益の意思表示をすることが現実に可能となった誓約書の発見時であり時効期間は未だ経

過していいないとして,Xによる所有権移転登記手続請求を認容した。

(7)東京地判平成30年3月28日 金法2116号82頁

平成26年(ワ)第29077号 損害賠償請求事件(請求一部認容)

　Yは,対象会社Aの100%株主であり,同社の代表取締役であったが,不動産管理等を営む会社であるXとの間で,A社の株式全

部を代金1億5000万円で譲渡するとの契約を締結し,同売買契約書上において,Yが,対象会社Aは公租公課につき適

正な申告を行っており納付を完了していること,その他株式譲渡の内容に関する買主の判断に影響を及ぼす情報お

よび対象会社の経営に影響を与える事実が存在しないことを表明・保証していた。Aは,その後,税務当局から,売上

除外による法人税の申告漏れ,消費税の仕入税額控除を受けるために必要な所定請求書等の保存の不備がある旨指摘

され,3期分の法人税および消費税につき,それぞれ修正申告を行うこととなったほか,同日,これらの租税につき

加算税の賦課決定を受けた。本件は,Xが,対象会社に上記法人税の申告漏れ等があったことが本件表明保証条項違反

に当たる旨主張して,Yに対し,債務不履行に基づく損害賠償を請求した事案である。

　本判決は,そもそも修正申告が不当であるとか,本件表明保証条項が内容不特定ゆえに無効であるなどのYの主張

を排斥し,本件表明保証合意が有効に成立しており,Yに表明保証条項違反があることを認め,Yは,Xに対し,上記申

告漏れ等による未払租税債務がないと仮定した場合の株式価値と,これがある場合の株式価値との差額を,企業価値

減少による損害として賠償する義務を負うと判示した。
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(8)東京地判平成30年7月27日 金法2116号74頁

平成29年(レ)第860号 譲受債権請求控訴事件(原判決取消・請求認容)

　本件は,保証付きの貸金債権の譲受人であるXが,保証人Yに対し,保証債務の履行を求める事案である。Yが消滅時

効の抗弁を提出したところ,Xが訴訟提起の前6か月以内に催告書を書留内容証明郵便として差し出したが,保管期

間満了により返戻された場合に,これがYに到達したものとして,時効中断事由としての催告の効力を有するか否か

が争われた。

　本判決は,YはXの担当者から本件保証債務の支払について問合わせを受けており,Yはこれを争っていたものの何ら

の裏付け証拠も提出していなかったから,Yが本件保証債務を負担していないと信じていたとは考えられないし,

本件催告書を配達時に投函した不在配達通知書には,Xの社名が記載されていたと推認されるから,Yは当該内容証明

郵便が本件保証債務の履行に関するものと推察していたものと考えられるうえ,Yは受領の意思さえあれば容易に本

件催告書を受領することが可能であったとして,本件催告書による催告は,保管期間満了日までに到達したものと

認められると判示した。

(9)福島地判平成30年9月11日 判例時報2405号87頁

平成28年(ワ)第188号 損害賠償請求事件(一部認容,一部棄却(控訴,控訴後和解))

　本件は,当時78歳の女性Xが夜間,Y(市)が設置管理する本件道路を自転車を押しながら通行したところ,本件側溝に自

転車とともに転落し,脊髄損傷後遺症等の障害(身体障害者等級1級に相当)を負ったことから,Yに対し公の造営物に

設置又は保存の瑕疵があるとして国家賠償法に基づき1億4255万円余の損害賠償を求めた事案である。

　本判決は,本件側溝は,本件道路と平行して存在しガードレールで隔てられているが本件転落場所付近は,ガー

ドレールが途切れていた,本件道路が転落場所に至る前で湾曲しているため日中でも近くまで行かないと本件側溝

の状況を把握するのは困難である等の事情を考慮し,Yが本件側溝への転落事故を未然に防止するための措置を講じ

ていなかったことから管理に瑕疵があると認定し,Xにも歩行者として本件道路やその周辺の状況に応じて自らの安

全にも注意して通行すべきところXにも相応の過失があり(過失割合4割),また,Xの既往症(頸椎後縦靱帯骨化症)を疾

患による素因減額の割合を3割とし,4509万円余の限度で請求を一部認容した。

(10)東京地判平成30年12月27日 判例タイムズ1460号209頁

平成27年(ワ)第2486号 損害賠償請求事件,平成27年(ワ)第2767号 損害賠償請求事件,平成27年(ワ)第32497号 損害

賠償請求事件(一部認容,控訴)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/088719_hanrei.pdf

　Xらは,通信教育事業等を営むY1から委託を受けてXらの個人情報を分析するシステムの開発,運用等をしていた業

務委託先Y2の従業員が,Xらの個人情報を外部に漏えいしたことにより精神的苦痛を被ったとして,Y1及びY2に対

し不法行為等に基づき慰謝料等の損害賠償を求めた(一人当たり成年のXらにつき5万円又は未成年のXらについ

て10万円)。

　本判決は,Yらに,Xらが主張する注意義務違反の前提としての予見可能性があったかの点につき,本件当時におい

て,MTP(メディア・トランスファー・プロトコル)に対応したスマートフォンをパソコンにUSB接続することによ

りMTP通信を利用して個人情報を不正に取得されることを予見する可能性があったとは認められないとしてYらの

過失による不法行為は認められないとしたが,Y2については,当該従業員との間に実質的指揮監督関係があり,本件従

業員は,故意にY2の「事業の執行について」されたものに当たる本件行為により,そのプライバシーを侵害したとい

うことができるため,Y2はXらに対し,本件従業員の不法行為について使用者責任を負うとし,Xら(個人情報の漏えい

を裏付ける証拠がなかった者を除く)の請求について,3000円の慰謝料に弁護士費用相当額300円を加えた3300円の限

度で認容した。

(11)横浜地相模原支部判31年1月30日 判例タイムズ1460号191頁

平成30年(ワ)第29号 建物明渡等請求事件(一部認容,控訴)

　原告は,市営住宅を訴外賃借人(被告の子)に賃貸し,当該賃貸借契約につき被告が連帯保証をしたところ,訴外賃借人

は当時から生活保護を受給しており,ほどなく賃料支払いを怠るようになり,原告は,訴外賃借人と接触・連絡もとれ

ない状態で3か月分の滞納が生じたが,賃貸借契約を解除せず,被告に当該滞納額の分割納付を求め,その後も滞納

分が累積したため被告が原告に,再三,訴外賃借人を退去させて欲しいと伝えたがこれに応じず,賃貸借契約締結から

約14年後にようやく建物明渡訴訟を提起し,被告に対し滞納賃料等として332万円の支払いを求めた。

　本判決は,訴外賃借人が賃料の支払いを怠り,将来も支払う見込みがないことが明らかで,訴外賃借人とも全く接触

・連絡も取れず,被告が再三訴外賃借人を退去させて欲しいとの意向を示していたにも関わらず,原告が賃貸借契約の

解除及び明渡しの措置を行わず,そのまま使用を継続させ滞納賃料等を累積させていたことから,原告には連帯保

証契約上の信義則違反が認められ,保証人からの一方的意思表示による解除が許容されるとし,契約締結から12年以
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上が経過して被告が訴外賃借人の退去を求めた時点で,黙示的な解除の意思表示がなされたと認定し,以後の保証債務

の履行を免れるとした。

【商事法】

(12)東京地判平成30年7月20日 金法2117号81頁

平成27年(ワ)第35865号 損害賠償請求事件(請求一部認容)

　本件は,Xが,Yから,Yの完全子会社であった対象会社Aをその株式のすべてを買い受ける方法によって買収したとこ

ろ,Yが同買収に係る株式譲渡契約締結の際にAが日本の法令を遵守して業務を遂行していると表明したにもかかわら

ず,Aはその事業として締結していた信託契約に犯罪による収益の移転防止に関する法律4条1項に違反する本人確認

義務違反等があったため,Aの既存事業である各信託契約の解約を余儀なくされたとして,Xが,Yに対し,本件株式譲

渡契約上の表明保証違反に係る補償条項に基づき,表明保証違反により生じた損害およびこれについての遅延損

害金の支払を求める事案である。

　本判決は,本件の表明保証違反に係る補償条項は,Yが表明保証した内容が真実と異なったことによりXが被った

損害を広く含む趣旨であるところ,Yが表明保証した対象会社の法令遵守(信託契約に関する法令上遵守すべき本人確認

義務)について真実と異なっており,その結果,対象会社の有すべき財産が失われたと評価できるのであれば,その財産

減少相当額は,Xが把握している対象会社の企業価値減少分としてXの損害と同視できるところ,Yは,Xに対し,対象会

社の財産減少分として,本件各信託契約が継続していれば得られたであろう信託報酬相当額から,本件各信託契約を

維持するために要したであろう費用を控除した金額を現在価値に引き直したもの,並びに弁護士費用等の損害賠償

義務を負うと判示した。

【知的財産】

(13)知財高判令和元年6月27日 裁判所HP

平成30年(行ケ)第10146号 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(認容)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/088767_hanrei.pdf

　特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であって,引用発明と引用例2記載の遊

技機は,有利となる状態となった場合にその有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うこと

に関して技術分野が共通しているといえるが,報知の目的及びタイミングが異なるものと認められるとして,審決

を取消した事案。

本願発明は,「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと,前記他方のルートを流下

する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと,」「前記2つのルートのうち推奨するルートを遊技者に報知する推

奨ルート報知手段と,をさらに備え」(相違点2),「前記推奨ルート報知手段は,遊技球が前記他方のルートを流下し

ている状態で,前記第2遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に,前記一方のルートを推奨するルー

トとして遊技者に報知するようにした」(相違点3)ものであり,これにより「本発明」は,推奨する遊技球のルート

を遊技者が容易に打ち分けることができ,遊技性を向上させることのできるパチンコ機を提供することができると

いう効果を奏する

　そうすると,引用発明と引用例2記載の遊技機は,共に遊技球を流下させるルートが複数あり,そのうち片方のル

ートに遊技球を発射させた方が有利となる状態がある遊技機において,上記有利となる状態となった場合にその有

利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うことに関する発明又は技術である点において,技術

分野が共通しているといえるが,他方で,引用発明では,遊技者が可変入賞装置の入賞口(大入賞口)の開放前に,大

入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置により予告(報知)することにより,有利な方向の遊技領域に遊技

球を発射することを促すものであるのに対し,引用例2記載の遊技機は,遊技者が有利な方向(正しい方向側)の遊技

領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず,たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領

域を流下したとしても誤差として判定し,正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の

報知を行わないようにしたものであり,報知の目的及びタイミングが異なるものと認められる。

　そうすると,引用例1及び引用例2に接した当業者は,大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置により予

告(報知)する引用発明において,報知の目的及びタイミングが異なる引用例2記載の遊技機の構成を適用する動機

付けがあるものと認めることはできない。

　したがって,当業者は,引用発明及び引用例2に記載された事項に基づいて,相違点2及び3に係る本願発明の構成を

容易に想到することができたものと認めることはできないから,被告の主張は理由がない。
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(14)知財高判令和元年7月3日 裁判所HP

平成31年(行ケ)第10004号 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 (認容)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/088770_hanrei.pdf

　原告は,指定商品を第12類「Motor vehicles.」(自動車及び二輪自動車)として,「EQ」の文字を欧文字で表して成る商

標(本願商標)について,国際商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので不服審判を請求したが,特許庁が不

成立の審決をしたので,原告が本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した事案。特許庁における審決の理由は,

要するに,本願商標は,商標法3条1項5号に該当し,同条2項に該当しないから,商標登録を受けることができない,と

いうものである。

　本願商標については,著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目する者を含む,自

動車に関心を持つ取引者,需要者に対し,これが原告の新しい電動車ブランドであることを印象付ける形で,集中的に広告

宣伝が行われたということができる。よって,本願商標は,原告の電動車ブランドを表す商標として,取引者,需要者に,

本願商標から原告との関連を認識することができる程度に周知されていたものと認められる。

　これに対し,被告は,本願商標は,電動自動車の抽象的なブランド名ではあるが,単独で車名として採択されておら

ず,販売実績もない上,原告の広告宣伝活動が行われたのはわずか2年間で,一般の需要者に周知されているというには

十分とはいえない旨主張する。

　しかし,商標が,単独で車名として採択されていないとしても,原告が電動車のブランド名として本願商標を採択

し,商品のシリーズ名やブランド名として使用するに先立って,強力な広告宣伝を行ったことにより,当該商標が,需

要者にブランドとして認識され,識別力を獲得することはあるというべきである。

　また,本願商標についての広告宣伝期間は確かに約2年間であるが,期間が短くても,集中的に広告宣伝がされる

ことにより,識別力を獲得できる場合はある。そして,著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブラ

ンド名に注目する取引者,需要者が類型的に存在すると認められ,本願商標を原告の業務に係る標章であると認識して

いる取引者,需要者が相当程度存在するといえるから,本願商標は,広く知られるに至ったと認めるのが相当である。

　よって,本願商標は,商標法3条1項5号の極めて簡単で,かつ,ありふれた商標に該当するものの,同条2項の使用を

された結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものに該当するから,商標登録をする

ことができないとした本件審決には誤りがある,として原告の請求は認容された。

(15)大阪地判令和元年6月13日 裁判所HP

平成29年(ワ)第12720号 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 (棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/088762_hanrei.pdf

　原告は,原告が製造・販売する食品・調味料用瓶(原告商品)と形態が酷似する食品・調味料用瓶(被告商品)を被

告が製造・販売するところ,被告の上記行為は,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たるとして,製造・

販売の差止め等を求めた事案。

　商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たるというためには,①原告商品の形態が,他の同種商品

とは異なる顕著な特徴を有していること(特別顕著性)及び②その形態が長期間独占的に使用されるか,短期間でも

強力な宣伝広告等により,需要者においてその形態が特定の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)

が必要であり,これらが認められる場合に,原告商品の形態は,同号の商品等表示に当たるとして,混同のおそれに

ついて検討すべきことになる。

　原告商品の形態は,ある程度の特徴を有するものであると思われるが,原告の商品の中でも,意匠登録されている

もの(SSハート等)と並ぶほど特徴的であるとはいえず,全体として,商品等表示としての特別顕著性があるとする

には,疑問が残る。

　また,原告商品の形態に,他メーカーの製品と比べて特別顕著といえるまでの特徴があるかは疑問であること,

他メーカーに同一又は類似の形態の商品を許諾することで,その顕著性を自ら希釈していること,原告商品の宣伝方

法も限定的であることを総合すると,食調瓶の需要者として,日本国内に多数存在する食品メーカー等において,原

告商品の形態が周知であると認めるに足りる立証はされていないといわざるを得ない。

　よって,原告商品の形態の特別顕著性については疑問の余地があり,その周知性についてはこれを認めるという

に足りる証拠がなく,被告商品を原告の商品と誤認するおそれがあるとは認められないことから,不正競争防止法2

条1項1号の不正競争行為が成立しないことは明らかであり,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求

は理由がない,として原告の請求は棄却された。

(16)東京地判令和元年6月18日 裁判所HP

平成30年(行ウ)第424号 異議申立棄却決定取消請求事件(棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/088754_hanrei.pdf

　特許権者であった原告らが,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に特許料等を納付しなかったため消滅した
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ものとみなされた本件特許権について,特許料納付書及び回復理由書を提出したところ,特許庁長官が本件納付書

による納付手続を却下したため,追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があるから本件却下処分は違法で

あると主張して本件却下処分の取消し等を求めたが,本件期間徒過について「正当な理由」があるとはいえないと

して棄却した事案。

　原告らは,本件特許事務所から平成25年11月に本件特許権について第4年分の年金のリマインダの送付を受け,電子

メールに添付した本件注文書によって,本件特許事務所に対して本件特許権の第4年分の年金納付の指示をしたと主張

する。

　しかし,上記電子メールや本件注文書には特許番号が記載されておらず,また,特許番号に代替し得る本件特許権

を特定するための情報は全く記載されていなかった。特許番号を記載しなかった理由は,原告らの年金納付担当者

の気力がなかったというものであった。かえって,本件特許権の第4年分の年金の納付期間の終期が平成25年12

月3日であったにもかかわらず,電子メール及び本件注文書には,年金納付を指示する特許権の年金が第17年分のもの

であり,その納付期間の終期が同月16日であることをうかがわせる記載のみがあった。本件特許事務所は原告らの

特許権について多数の特許出願及び更新手続を管理しており,その特許権の中には年金の納付期間の終期が前同日

のものが含まれていた。

　これらによれば,本件注文書に「2013年11月15日付けの最終連絡に基づく」旨が記載されていて,原告ら主張のと

おり同最終連絡に仮に本件特許権の年金納付の要否を尋ねる旨の記載があったとしても,原告らは,年金納付をす

る特許権を容易に特定することができ,また,本件特許事務所が管理する原告らの特許権には年金納付をする必要

がある別の特許権があるにもかかわらず,本件注文書やその電子メールをもって,本件特許事務所に対し年金納付の

対象の特許権が本件特許権であることを明確に認識できる形でその納付を指示したとは到底いい難い。そして,原告

らは,年金納付の指示をすれば当然あるはずの本件特許事務所からの請求書の送付等がないことを看過していた。原

告らについて,本件において,一般に求められる相当な注意を尽くしても避けることができないと認められる客観

的な事情があるとは認められない。

　これに対し,原告らは,本件特許事務所は世界的なランキングに掲載される有力な事務所であり,年金納付が確実に

行われるように体制を整備していたのであって,そのような外部組織を適切に選任した以上,原告らには特許

法112条の2第1項の「正当な理由」があるなどと主張する。しかし,前記のとおり,本件特許権の年金の納付につい

ての原告らの指示が明確であったとはいい難く,また,その後,原告らは,当然あるはずの請求書の送付等がないこと

を看過していたのであって,本件特許事務所を選任したことによって「正当な理由」があるとはいえない。

　以上によれば,本件期間徒過について「正当な理由」(特許法112条の2第1項)があるとはいえないから,原告ら

の請求には理由がない。

【民事手続】

(17)福岡高判平成30年9月21日 金法2117号62頁

平成30年(ネ)第92号 請負代金請求控訴事件(原判決変更・請求一部認容)

　A社は,Y県から4件の土木工事を請け負っていたところ,これらの工事のうち1件のみ全部完成していたが,残り3件が

未完成の段階で支払停止の状態に陥り,Yから約定に基づき請負契約を解除する旨の意思表示をされ,その後間もなく破

産手続が開始された。そこで,Aの破産管財人Xは,Yに対し,出来高報酬額から前払報酬額を控除した未払請負報酬を請

求したが,本件各請負契約には,請負人の責により工期を遵守することができない場合は,注文者が契約を解除する

ことができ,その場合には注文者は解除による損害賠償義務を負わず,他方,請負人は注文者に対し請負報酬の1割の

違約金を支払わなければならないとの条項が付されていたところ,Yは,原審において,請求に係る未払請負報酬債

権を受働債権,上記各違約金債権および前払金の過払額を自働債権として対等額で相殺する旨の抗弁を提出した。原

判決は,上記各違約金債権の取得は破産法72条1項2号または3号に該当するが,当該債権は危機時期前の原因により発

生したものであるとして同2項2号によって相殺禁止の例外に該当し,相殺の結果,Xの未払請負報酬はすべて消滅した

として,請求を全部棄却した。これを不服とするXが控訴したのが本件である。

　本判決は,まず,本件各違約金条項の定め方によれば,約定の解除条件が発生し,かつ,解除することによって違

約金が発生すると解されるが,Yが各未完成の請負契約を解除した時点ですでにAは支払停止の状態であったのである

から,本件各違約金債権の取得は破産法72条1項2号または3号に該当すると判示した。そのうえで,本件各違約金条項

は損害賠償額の予定であり,請負工事の未完成部分に係る仕事の履行請求権が変容したものといいうるので,これと

対価牽連関係にある当該請負契約の未払請負報酬債務と相殺することには合理的な期待があるといえるものの,違

約金債権と,その発生原因となった請負契約とは別の請負契約に基づく未払請負報酬債務とは,相互に引当てにし

たという事情は認められないので,相殺に対する合理的な期待があったとはいえないとして,本件各未払契約に係る

未払請負報酬債権を受働債権とする相殺の自働債権に供することができるのは,それぞれ当該契約の違約金債権に限

られ,その限度で破産法72条2項2号に該当して相殺権の行使をすることができるが,その余は相殺権の行使をすること
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ができないと判示した。

【刑事法】

(18)最一決令和元年6月25日 裁判所HP

平成30年(し)第146号 再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件(原決定・原々決定取消,再審請

求棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/088758_hanrei.pdf

(事案)

　請求人は,A(請求人の夫)及びB(Aの弟)と共謀の上,C(Aの弟)を窒息死させた上,牛小屋の堆肥内に遺棄した罪で

起訴されたが,請求人は捜査段階から一貫して否認していた。

第1審判決は,請求人を懲役10年に処した。

　請求人は,控訴及び上告したが,いずれも棄却され,第1審判決が確定した。

　第1次再審請求において,請求人が新証拠として提出したI新鑑定,J鑑定等によれば,死体の客観的状況とA及びBの

自白による犯行態様とが矛盾するとして,再審が開始された。これに対する即時抗告審は,両鑑定はA及びBの自白に基

づく犯行態様等に疑いを生じさせないとして,第1次再審開始決定を取り消し,再審請求を棄却した。請求人による特

別抗告も,棄却された。

　第2次再審請求で,弁護人からM・N旧鑑定等の新証拠が提出されたが,新証拠にはA,B等の自白の信用性を動揺させ

るような証拠価値は認められないとして,第2次再審請求は棄却された。請求人による即時抗告及び特別抗告は,棄

却された。

　第3次再審請求では,弁護人の新証拠としてO,M及びN新鑑定が提出され,検察官の新証拠としてP鑑定が提出された

。原々決定により再審が開始され,原決定は検察官からの即時抗告を棄却した。

(判旨)

　O鑑定が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとした原決定の判断は違法であり,O,M,N新鑑定がそのよう

な証拠に当たるとした原々決定も違法であるから,原々決定及び原決定は取り消し,本件再審請求は棄却する。

(19)最一決令和元年6月25日 裁判所HP

平成30年(し)第147号 再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件(原決定・原々決定取消,再審請

求棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/088759_hanrei.pdf

(事案)

(最高裁平成30年(し)第146号と同一の事案)

　本件請求人は,平成5年に死亡したAの長女であり,平成23年にAに関する再審を請求し,Aの妻による第2次再審請求

と同時に審理された。本件請求人による再審請求及びそれに対する即時抗告,特別抗告は棄却された。

　第3次再審請求には,弁護人から,Aに対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠として,O,M,N新鑑定,検察官からP鑑定

が提出された。原々決定により再審が開始され,原決定は検察官からの即時抗告を棄却した。

(判旨)

　O鑑定が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとした原決定の判断は違法であり,O,M,N新鑑定がそのよう

な証拠に当たるとした原々決定も違法であるから,原々決定及び原決定は取り消し,本件再審請求は棄却する。

(20)最一決令和元年7月1日 裁判所HP

平成29年(あ)第605号 わいせつ誘拐,殺人,死体遺棄,死体損壊被告事件(上告棄却)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/088771_hanrei.pdf

(事案)

　被告人は,わいせつ目的で被害者(6歳)を自宅に誘い入れて誘拐し,頸部をビニールテープで締め付けた上,後頚部

を包丁で複数回突き刺して殺害し,遺体を切断するなどして損壊し遺棄した罪で,第1審判決は被告人を死刑に処した

。

　原判決は,殺害の計画性がないこと,殺害の身勝手さ及び犯行態様の残虐性に対する第1審判決の評価は過大で是認

できないこと,被告人の刑事責任の重大性に関する第1審判決の総合評価も過大であること,犯行全体からうかがわ

れる生命軽視の姿勢が甚だしく顕著であるとまではいえないことから,性的な目的や動機により1名の被害者が殺害さ

れた同種事案において,同種の重大な前科のない者に対し,死刑が選択されていないという近時の裁判例の傾向に照ら

し,公平の観点から死刑の選択が許容されるとはいえないとし,被告人を無期懲役に処した。

　これに対し,検察官が上告した。
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(判旨)

　殺害の計画性が認められず,被告人による生命侵害は前科を含めても本件の1回のみにとどまることなどから,犯

行全体からうかがわれる被告人の生命軽視の姿勢は明らかではあるが,甚だしく顕著であるとまではいうことがで

きない。そうすると,死刑が究極の選択であり,その適用は慎重に行われなければならないという観点及び公平性

の確保の観点から,死刑を選択することが真にやむを得ないとまではいい難く,原判決を破棄しなければ著しく正

義に反するものということはできないから,上告を棄却する。

(21)前橋地判平成30年5月23日 判例時報2405号103頁

平成29年(わ)第589号 強盗・強制性交等被告事件(無罪(確定))

　本件は,当時30歳の被告人がインターネットアプリケーションソフトを通じて知り合った当時19歳の女性Aに対

し,駐車中の自動車内において,暴行脅迫を加え反抗を抑圧した上,Aと性交し,さらに暴行脅迫によりAから現金を強取

しようとしたが,Aが隙をみて逃げたため,その目的を遂げなかったとして,刑法241条1項の強盗・強制性交等罪に

問われた事案である。被告人は暴行脅迫を否定し,性交について同意があり,現金要求行為をしたこともないとし

て無罪を主張した。

　本件は,本件性交が,暴行脅迫を用いて行われたものであるのか,本件性交後,被告人が現金の支払を要求したか

について直接証明する客観的な証拠はなく,直接証明する証拠はAの証言であり,否定する証拠は被告人の供述で

あったが,本判決は,Aの証言の信用性,被告人の供述の信用性を検討した結果,Aは,被告人と会うことに積極的で

あったこと,Aが本件性交時に着用していた衣服に破損等があった証拠がなく,Aが軽傷を含めけがをしていた証拠

もない等からAの証言は間違いなく信用できるものとはいえない一方で,被告人の供述は信用できないとはいえな

いとし,本件暴行・脅迫及び本件要求行為があったと認定するには合理的な疑いが残ると言わざるを得ないとして

無罪を言い渡した。

【公法】

(22)最大判平成30年12月19日 判例時報2403号4頁

平成30年(行ツ)第153号 選挙無効請求事件(上告棄却)(平成29年衆議院議員選挙投票価値較差訴訟大法廷判決)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/088201_hanrei.pdf

　平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の規定(衆議院小選挙区選

出議員の選挙区割り,以下「本件区割規定」)の合憲性が問題となった事案で,最高裁は,「本件区割規定は,投票価

値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずることを求めた平成23年大法廷判決以降の各大法廷判決の趣旨に沿って

格差の是正を図ったものであり,投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ,新たな定数配分の方式を

どの時点から議員定数の配分に反映させるかという点も含めて,国会において考慮することができる諸要素を踏ま

えた上で定められたものということができ,本件選挙当時においては,新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制

度の整備が実現されていたということができる。そうすると,平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割

りの改正等は,国会の裁量権の行使として合理性を有するというべきであり,平成27年大法廷判決が平成26年選挙

当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は,平成29年改正法による改正後の

平成28年改正法によって解消されたものと評価することができる。」と判示して,本件区割規定の定める選挙区割

りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,本件区割規定が憲法14条1項等に違

反するものということはできないと判断した。

(23)最三判令和元年7月16日 裁判所HP

平成30年(行ヒ)第139号 固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件(破棄差し戻し)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/088795_hanrei.pdf

　固定資産評価審査委員会に審査の申出をした者が当該申出に対する同委員会の決定の取消訴訟において同委員会に

よる審査の際に主張しなかった事由を主張することの可否(積極)。

　原審は,必要的審査制度であることから審査において主張されていない違法事由を取消訴訟において主張すること

は審査を受けていない違法事由を取消訴訟に持ち込むものであるとして不適法と判断したが,最高裁判所は,審査委員

会において職権調査が可能である点を踏まえ審査委員会には主張されていない違法事由をも審査すべき義務がある

として,当事者の主張する違法事由は攻撃防御方法に過ぎないと位置付けられると解して,これを積極に解した。
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(24)最一判令和元年7月18日 裁判所HP

平成30年(受)第1563号 土地明渡等請求本訴,所有権移転登記手続請求反訴事件(破棄差戻)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/088811_hanrei.pdf

(裁判要旨)

　都市計画区域内にある公園について,湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号,以下「本件条例」

という)に基づく公告がされたことをもって,都市公園法2条の2に基づく公告がされたとはいえない。

(理由)

　都市公園法2条の2は,都市公園は,その管理をすることとなる者が,当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園

の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものと規定し,都市公園法施行令9条は,上記の政令

で定める事項は,都市公園の名称及び位置並びに供用開始の期日とすると規定している。これらの規定は,都市公園に

ついてはこれを構成する土地物件に対する私権の行使の制限(同法32条)等が予定されていることから,都市公園を設

置するための要件として,その管理をすることとなる者において都市公園の区域,名称,位置及び供用開始の期日を公

告することにより,都市公園としての供用開始を明らかにし,その区域をもって同法の適用対象となる都市公園の範

囲を画することとした趣旨であると解される。これに対し,本件条例に基づく公告は,都市公園としての供用開始では

なく,湖南市地域ふれあい公園としての利用開始を明らかにするだけのものであり,その区域を公告することは予定

されていない。

(25)最一判令和元年7月18日 裁判所HP

平成30年(受)第533号,第536号,第542号 使用料請求事件(破棄自判)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/088812_hanrei.pdf

(裁判要旨)

　土地改良区Xが,かんがい目的による河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路(以下,「本件水路」

という)への第三者Yの排水により,当該水路の流水についての排他的管理権が侵害されたとして,Yに対し当該使用料

相当額等を請求した事案において,Xの請求を認めた原審の判断に違法があるとされた事例。

(理由)

　公水使用権は,公共用物である公水の上に存する権利であることに鑑み,その使用目的を満たすために必要な限度

の流水を使用し得る権利にすぎないと解され(最高裁昭和36年(オ)第62号同37年4月10日第三小法廷判決・民集16

巻4号699頁参照),当該使用目的を満たすために必要な限度を超えて他人による流水の使用を排斥する権限を含むも

のではないというべきである。

　そうすると,Xは,本件水路にYが河川法23条の許可に基づいてかんがいの目的で取水した水が流れていることか

ら,その水について当該目的を満たすために必要な限度で排他的に使用する権利を有するとはいえるものの,直ち

にYに対し本件水路への排水を禁止することができるとはいえない。

【社会法】

(26)大阪高判平成31年2月15日 判例タイムズ1460号56頁

平成30年(ネ)第406号 地位確認等請求控訴事件(取消自判,上告,上告受理申立)

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/088455_hanrei.pdf

　有期のアルバイト職員としてY(医科歯科大学)に採用され,平成25年4月から期間を1年として契約を更新し,平

成28年3月末まで在籍し,教室事務員として時給制でほぼフルタイムで勤務していたXが,正職員との賃金格差が労働

契約法20条に違反する不合理なものであり,同条の効力として無期契約労働者と同一の労働条件に至るとして差額

賃金等の支払を求めると共に,不法行為に基づく慰謝料の請求をした事案(本件では,原審の労働契約法20条にかかる

法律構成を撤回していずれも不法行為に基づく請求とした)。

　本件において,Xが不合理と主張した労働条件の相違について,本判決は,Xと労働条件を比較するのは正職員であ

る特定の教室事務員ではなく正職員全体であるとして,それぞれの賃金項目について,それぞれ趣旨や相違の大きさを

個別に検討し,賃金(基本給)が低いこと,年末年始などに賃金支給がないこと,年休付与日数が少ないこと,付属病院

の医療費補助措置がないことについては不合理な相違ではないとしたが,賞与について正職員の支給基準の6割を

下回る支給しかしない限度,夏期特別有給休暇を付与しない限度,私傷病による欠勤中の賃金につき1か月分及び休

職給与につき2か月分を下回る支給しかしない限度で労働条件の相違が不合理であり不法行為に該当するとして,

当該賞与等の相当額及び弁護士費用の合計109万円について請求を認めた。
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【紹介済み判例】

知財高判平成30年4月13日 判例タイムズ1460号125頁

平成28年(行ケ)第10182号 審決取消請求事件,平成28年(行ケ)第10184号審決取消請求事件(請求棄却,確定)

→法務速報204号12番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/087667_hanrei.pdf

最一判平成30年5月10日 判例時報2403号122頁

平成29年(あ)第882号 邸宅侵入,公然わいせつ被告事件(破棄自判)

→法務速報217号15番にて紹介済み

最二判平成30年7月13日 判例時報2403号125頁

平成29年(あ)第837号 強盗殺人被告事件(破棄差戻)

→法務速報207号14番にて紹介済み

最二判平成30年10月19日 判例時報2403号48頁

平成29年(受)第1735号 遺留分減殺請求事件(破棄差戻)

→法務速報210号2番にて紹介済み

最二決平成30年10月23日 判例時報2405号100頁

平成29年(あ)第927号 危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件(上告棄却)

→法務速報211号15番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/088080_hanrei.pdf

最三判平成30年10月23日 判例タイムズ1460号31頁

平成29年(行ヒ)第185号 公金違法支出損害賠償等請求事件(破棄自判)

→法務速報211号19番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/088066_hanrei.pdf

最二判平成30年12月14日 判例時報2403号56頁

平成29年(受)第1735号 遺留分減殺請求事件(破棄差戻)

→法務速報212号2番にて紹介済み

最一判平成30年12月17日 金法2116号70頁

平成30年(受)第16号,第17号 損害賠償請求事件〔破棄差戻〕

→法務速報213号1番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/088189_hanrei.pdf

最三判平成30年12月18日 判例時報2403号43頁

平成29年(行ヒ)第292号 生活保護変更決定取消等請求事件(破棄自判)

→法務速報212号24番にて紹介済み

最三決平成30年12月18日 判例時報2405号20頁

平成29年(オ)第1725号 請求異議事件 移送決定取消

→法務速報216号11番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/088206_hanrei.pdf

最二判平成30年12月21日 判例タイムズ1460号51頁

平成29年(受)第1793号 損害賠償請求事件(破棄自判)

→法務速報213号20番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/088205_hanrei.pdf

最三決平成31年1月22日 判例タイムズ1460号46頁
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平成30年(許)第7号 文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件(破

棄差戻)

→法務速報214号13番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/272/088272_hanrei.pdf

最三決平成31年2月12日 判例タイムズ1460号43頁

平成30年(許)第10号 移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(抗告棄却)

→法務速報214号15番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/088419_hanrei.pdf

最一判平成31年2月14日 判例タイムズ1460号24頁

平成30年(受)第69号 損害賠償請求事件(破棄自判)

→法務速報214号22番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/088415_hanrei.pdf

最一決平成31年2月28日 判例タイムズ1460号19頁

平成30年(行ツ)第171号,平成30年(行ヒ)第183号 衆議院議員小選挙区長崎4区選挙無効確認請求事件(上告棄却,上

告受理申立不受理)

→法務速報215号24番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/088458_hanrei.pdf

最三判平成31年3月5日 判例タイムズ1460号39頁

平成30年(受)第1197号 養子縁組無効確認請求事件(破棄自判)

→法務速報215号1番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/088460_hanrei.pdf

最三決平成31年3月12日 判例タイムズ1460号16頁

平成30年(行ツ)第185号 最高裁判所裁判官国民審査無効請求事件(上告棄却)

→法務速報215号25番にて紹介済み

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/088524_hanrei.pdf
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2.令和元年(2019年)7月20日までに成立した,もしくは公布された法律

種類　　提出回次　　番号

法律名及び概要

・参法　198　32

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律

・・・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本理念,国及び地方公共団体の責務,基本計画の策定その他

の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本事項を定めた法律。
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3.7月の主な発刊書籍一覧　(私法部門)

著者 出版社 頁数 定価(税込)

書籍名

★は後記に解説あり

出澤総合法律事務所 編　牛山?文/真藤誠/若狭 一行/大賀祥大/稲田祥子 著　学陽書房　181頁　2,700円

実践? 不動産売買・賃貸借契約書審査の実務

出澤総合法律事務所 編　牛山?文/丸野登紀子/若狭 一行/稲田祥子 著　学陽書房　151頁　2,592円

実践! 業務委託契約書審査の実務

横山佳枝/倉田梨恵 著　日本加除出版　269頁　3,132円

明日,相談を受けても大丈夫!ハラスメント事件の基本と実務

近藤ルミ子/小島妙子 編著　新日本法規　365頁　4,968円

裁判例・審判例からみた特別受益・寄与分

松井淑子 著　清文社　196頁　2,376円

特別受益・寄与分と遺言の実務対応　実は知らない本当の相続分と遺留分

吉村信一 著　税務経理協会　203頁　2,592円

死後事務委任契約の実務　士業のための「おひとりさま終活業務」の手引き

大谷美紀子 編　青林書院　227頁　3,240円

Q&A渉外離婚事件の基礎　相談・受任から離婚後の諸手続まで★
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4.7月の主な発刊書籍一覧　(公法・その他部門)

著者 出版社 頁数 定価(税込)

書籍名

★は後記に解説あり

日本組織内弁護士協会 監修　桑原秀介/西原一幸 編　中央経済社　260頁　3,456円

Q&Aでわかる業種別法務 銀行

日本組織内弁護士協会 監修　河井耕治/永盛雅子 編　中央経済社　263頁　3,456円

Q&Aでわかる業種別法務不動産

松山　遙/佐藤香織/中川直政 著　商事法務　306頁　3,780円

ガイダンス 監査役・監査役会の実務

永谷典雄/上拂大作 編著　商事法務　408頁　5,184円

裁判実務シリーズ11　破産実務の基礎

浅井　隆/小山博章/中山達夫 著　日本法令　339頁　3,240円

就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務★

第一東京弁護士会労働法制委員会 編著　労働開発研究会　381頁　2,700円

詳解 働き方改革関連法
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5.発刊書籍<解説>

「Q&A渉外離婚事件の基礎　相談・受任から離婚後の諸手続まで」

　渉外離婚について,管轄や準拠法,各国の離婚制度について,Q&Aで具体的に解説されている。初めて事件を担当

する若手向けに基本的事項を理解できるようにとの趣旨で作成されており,実務上のポイントが理解しやすい本である

。

「就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務」

　賃金,退職金,有期労働者の労働条件など,各労働条件について,就業規則の変更の合理性が認められるために,ど

のような手順を踏めばよいのかが解説されている。裁判例を踏めて解説されており,就業規則の変更について具体

的な方法を確認したい時に役に立つ本である。

(C) Copyright 公益財団法人 日弁連法務研究財団   掲載記事の無断転載を禁じます。
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